
【事務局作成メモ】

第４回 運営懇談会の報告について

日 時：平成１５年４月３日（木） 午後７時００分～８時４０分

会 場：都庁第一庁舎４２階 Ｎ特別Ｃ会議室

出席者： 敬称略）濱本 勇三、新 守一、渡辺 俊明、江崎美枝子、栗林 勝彦（

大川 宗男、川瀧 弘之、伊勢田 敏、成田 隆一、宮良 眞

【主な提案】

１）協議会では、別添の「論点項目の整理」とそれを要約した「論点ポイ

ント」に基づき必要性の有無（効果と影響）の議論を進めていく。

２）次回の協議会では 「影響」から議論を始める。総論については、必、

要性の有無（効果と影響）の最終段階で再度議論する。

） 、 。３ 協議会などで出された意見は まとめられるものは取りまとめていく

４ 「オープンハウス 「協議会だより」などの「地域ＰＩのやり方」に） 」、

ついては、当面、運営懇談会で検討を進める。

【その他】

１）外環におけるＰＩプロセス（案）について提案があった。
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必要性の有無に関する論点ポイント
（ 論点項目の整理」を基に、論点ポイントを事務局で整理したもの）「

１．総論

（１）ＰＩ外環沿線協議会の議論のとりまとめ方及びその後の役割について

（２）将来、問題が発見された場合の対処について

（３）東名高速道以南の計画について

２．影響

（１）大深度地下を活用した場合の具体的イメージについて

（２）外環の交通量について

２－１．環境に与える影響

【大気】

（１）ＩＣ・ＪＣＴ周辺の影響について

（２）換気塔について

【騒音、振動】

（１）ＩＣ・ＪＣＴ周辺の影響について

【地下水】

（１）地下水対策、調査手法について

（２）水質悪化防止対策、地盤沈下対策について

【自然・景観】

（１）ＪＣＴの景観について

（２）歴史・文化財について

（３）緑地、農地等について

２－２．生活に与える影響

【地域分断、移転】

（１）移転等について

（２）ＪＣＴ及びＩＣの隣接地について

（３）開削ボックス区間の地域分断について

【交通集中】

（１）外環の有無による周辺地域への影響について

（２）ＩＣの有無による周辺地域への影響について

（３）ＩＣ周辺道路の対策について

３．交通政策

【ＴＤＭ 交通需要マネジメント】

（１）需要抑制策について

（２）通過交通対策について

４．効果

（１）中央環状線ができても外環が必要な理由について

【環境面での効果】

（１）具体的な効果について

【地域交通への効果】

【渋滞の緩和】

（１）既に開通している区間における効果状況について

【費用対効果】

５．その他
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必要性の有無に関する論点項目の整理
（協議員から出された質問・意見を事務局で分類したもの）

１．総論
・議論の過程で課題が生じた場合、行政は「止めることも視野に適切な対応をする」と宣言できるか。
・ＰＩ協議会は将来的にも約束が履行されているか監視する機能を持たせるべき。
・将来的に地元に影響があった場合、住民参加により評価し、それを修復していくシステムの構築と担保。
・東名以南のルートが公表されないのはなぜか。
・安全性の低い道路を作った行政や関係者（ＰＩ協議会や住民）の社会的責任はどうなるのか。
・ＰＩ協議会の議論内容について共同宣言を出すべき。
「ＰＩ憲章」のようなものを作り、ＰＩの考え方、進め方を提言としてまとめるべき。

２．影響
・大深度地下区間に関するまちづくりに対する国および都の見解
・影響の検討については、計画段階、建設段階、開通後に分けて議論を行っていくべき。
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・外環本線の予測交通量を示すべき。
・大深度になった場合、どのように変わるかという資料が必要。また、大深度に関する制度についても詳し
く紹介が必要。
・大深度法及びその施行基準、施行令などについての資料
・大深度地下方式とした場合、ＩＣの有無の場合別で、①移転等を必要としない住宅戸数、②大深度地下区
間の延長、場所
２－１．環境に与える影響
【大気】
・ＩＣ・ＪＣＴ周辺の予測と対策。換気塔の規模・内容などの概要
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・都の環境確保条例の資料。
【騒音、振動】
・ＩＣ・ＪＣＴ周辺の騒音、振動対策について検討すべき。
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・タイヤから発する音を軽減するのが最も有効だろうが、他にどんなことを考え実施するのか。
【地下水】
・地下水脈対策は万全か、調査手法の説明が必要。
・井戸水、湧水等の水質悪化防止対策、水循環の阻害対策、地盤沈下対策について検討すべき。
〈質問及び資料要求に関するもの〉

。 。・地下水をどれだけ分断するのかという資料 生活用水になる可能性のある地下水をどう保存していくのか
何かモデルが必要。
【自然・景観】
・ＪＣＴの景観について検討すべき。
・ノッポで無機質の換気塔は周辺景観を破壊する。樹木も移植するべき。
・歴史、文化財の保護について検討すべき。
・緑地、農地等の減少に対する代替措置を検討すべき。
・市民と連携して共同調査することを提案する （自然環境、動植物の生態系などの調査）。
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・自然環境の調査をどのように解析（考察）されたかという報告。
２－２．生活に与える影響
【地域分断、移転】
・立ち退き家屋数等の移転先確保方策について検討すべき。
・土地や建物等に関する、買い取りや補償についての基本的な方針の明確化。
・開削区間の生活道路等の分断対策、ＪＣＴ・ＩＣ周辺の地域分断対策について検討すべき。
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・残る人に対しての配慮はどう考えているか。事後評価で担保してもらえるのか。
・立ち退きをしなければならないときに代替地がどうなるのか。
・移転棟数3000棟の中にはどのような建物があるのか。例えば、保育園、学校、公園、病院など。
・外環用地外でも目の前に外環ができるのなら立ち退きを希望する人に対する補償はどのように考えている
のか。
・外環ルートは、なぜこの地域に必要なのか。
【交通集中】
・大泉ＩＣ・練馬ＩＣを利用する自動車のＯＤ及び経路を調査し、外環が整備されないことによるインター
周辺地域への影響について議論すべき。
・ＩＣ周辺の生活道路への流入交通対策について検討すべき。
・ＩＣアクセス道路の整備について検討すべき。
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・ＩＣの有無についての交通に関する試算と地域の環境悪化に対する影響・評価のﾃﾞｰﾀを早急に提示すべき
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３．交通政策
【ＴＤＭ 交通需要マネジメント】
・２３区では自区内交通のような短距離移動や、出勤・帰宅を目的とした車が多く、貨物自動車も空で走る
ものが半分近くを占める。現状に則した対策を検討すべき。
・都心部の開発が自動車交通を発生させているのではないか。
・通過交通をどうするかということをきちんと国なり都で説明すべき。
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・公共交通、ＴＤＭ、ＪＲなどの活用計画の明示。
・沿線での駐車場増設計画の有無は。
・ボトルネック解消対策を考えているか。
・貨物配送時間の限定はするのか。
・トラック、バスの構造強化、或いは乗入れ禁止は検討しているか。

４．効果
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・計画作成時点から４０年近く経ったが、まだ必要な理由は。
・中環ができても外環が必要な理由。圏央道は外環の機能を代替しないのか。
【環境面での効果】
・具体的にどこにどのような効果と影響を及ばすかを明らかにすべき。
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・首都高王子線開通前後の交通量の変化と大気質の状況について知りたい。
【地域交通への効果】
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・環７や環８の通過交通の外環への流入の推計方法は。
・インターチェンジがあってもなくても環８の交通量がほとんどかわらないという予測はどのように計算さ
れたのか。
・ 環八の交通量について）調査の具体的な方法、トリップデータを示すべき。（
コードンライン調査、ＯＤ調査のどちらか。交通配分の調査結果は。
【渋滞の緩和】
・通過交通の計算方法に疑問がある。
・需要予測について予測値が外れたときに行政がどのような対応をするのか。
・誘発交通の要因を調査する必要がある。
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・整備区間で予測交通量を大きく上回り、周辺道路の交通量も増加している原因をまず解明して欲しい。
・外環ＪＣＴに発生するであろう誘発交通にどう対応するのか。谷原の解消策を具体的に明示せよ。
・外環通過交通量の予測値は。
・外環自体の需要予測値が示されていない。
・外環ができた場合とできなかった場合について交通需要がどのように変化するのかシミュレーションすべ
き。
・年度別の将来交通予測の有無は。
【費用対効果】
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・２兆円の費用の中身、資金調達（財源）は。
・費用対便益の３０００億円の内訳は。
・整備後の維持管理費用は。

５．その他
〈質問及び資料要求に関するもの〉
・多摩地区の南北方向の道路状況 （混雑状況、大型車、普通車毎の交通量、環境状況）。
・東名以南についての国の考え。
・外環道の南限を第３京浜もしくは目黒通りまで延長接続した時どの様になるか検討して欲しい。
・市川を始め千葉県内（葛飾区部分も含む）の進捗状況と今後の見通しは。
・東京区間はいつまでに竣工するのか。
・料金制度はどのようになるのか。
・中央環状、圏央道の進捗状況と今後の見通し。
・３環状が完成するまでの時間と、それまでの間の各ルートの補完計画は。
・パリなど先進国で環状道路が出来た結果の変化は。
・これまで３０数年間、計画決定のままにあったものに対して、まず、その障害を取り除き、これまでの制
限に対する社会的補償を行うべき。
・事業前のアセス業者を協議員に決めさせてほしい。
・地下道路の防災対策について検討すべき。
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